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久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和７年１２月５日（金）午後１時２６分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 和 弘

２番 山 口 吉 広

３番 藤 本 直 樹

４番 上 田 幸 子

５番 岡 井 文 彦

６番 田 中 壽 嗣

７番 内 田 裕 夫

１０番 西 村 和 樹

１１番 野 英 紀

１２番 松 本 博

１３番 森 一 博

１４番 加 瀬 千 代

１５番 寺 内 一 郎

１６番 戸 田 治 巳

１７番 内 田 孝 司

１８番 村 田 良 文

１９番 口 敏 昭

２０番 林 吉 一

４．欠席委員 ８番 石 塚 加 津 美

９番 西 村 九 三 男
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５．会議録署名委員 １１番 野 英 紀

１４番 加 瀬 千 代

６．委員会に職務のため出席した者の職氏名

農業委員会事務局局長 阪 田 智 子

農業委員会事務局次長 田 口 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

７．議 事

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第２号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定）

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による一時

転用届出について（５条一時転用届出）

報告第２号 農地の一時使用について（農地の一時使用）

報告第３号 農地法第１８条第６項による賃貸借合意解約の

通知について（賃貸借合意解約）

８．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

皆さん、こんにちは。定刻より少し早いのですが、皆さん

おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。

それでは、令和７年第１２回久御山町農業委員会定例総会

を始めさせていただきます。携帯電話をお持ちの方は、電源

をお切りになるかマナーモードにするなど、音が出ないよう

にご配慮をお願いいたします。

本日は石塚委員と西村九三男委員より欠席届をいただいて

おりますのでご報告いたします。本日の出席委員は、農業委

員が１４名中１２名、農地利用最適化推進委員６名中６名で、

定足数に達しておりますので、総会は成立しております。

また、さる１１月２６日に実施いたしました現地調査及び

地域計画に支障がないかを確認いただいた委員名を報告させ

ていただきます。

１番 村田和弘委員

７番 内田裕夫職務代理者

１３番 森委員

１７番 内田孝司委員

事務局２名により実施いたしました。

それでは、開催にあたりまして田中会長よりごあいさつを

お願いします。

会長あいさつ

本日の議案は、

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） ２件

議案第２号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定） ５件

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による一時転

用届出について（５条一時転用届出） １件

報告第２号 農地の一時使用について（農地の一時使用）

１件



- 4 -

（会長）

（●●●●委

員）

（会長）

（事務局）

報告第３号 農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解

約の通知について（賃貸借合意解約） １件

それでは、議事に入る前に本日の議事録の署名委員を指名

いたします。１番の村田和弘委員、２番の山口委員、どうぞ

よろしくお願いをいたします。

それでは、議案第１号から進めてまいります。議案第１号

農地法第３条の規定による許可申請について、３条許可を議

題といたします。

まず議案第１号の案件について、現地調査及び地域計画に

支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいたし

ます。

議案第１号受付番号３３ならびに受付番号３４の案件につ

きまして、報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題がないものと思われます。

よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第１号受付番号３３の案件につきまして、

まず事務局から説明を願います。

議案第１号受付番号３３につきましては、議案書１ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。こちら備考欄にございますとおり、所有権移転の案

件でございますけれども、持分の移転がなされるような案件

となっております。

農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしました

農地法第３条調書につきましては、議案書次のページの２ペ

ージをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真１ペ

ージをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（●●●●委

員）

議案第１号受付番号３３の説明が事務局からございました

が、この案件につきまして何かご意見ご質問はございません

か。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第１号受付番号３３を許可することに賛成の農業委員

さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することにいたします。

続きまして、議案第１号受付番号３４の案件について、事

務局より説明を願います。

議案第１号受付番号３４につきましては、議案書３ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書につきましては、議案書４ページを

ご覧ください。

なお、こちらの案件につきましては、譲受人が新規就農者

でございますので、現地調査の際に譲受人本人に来ていただ

きまして、現地調査委員さんと地元委員さんによるヒアリン

グ調査を実施していただいております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真２ペ

ージをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

それではまず、新規就農者に対するヒアリング調査の報告

を調査委員からよろしくお願いをいたします。

新規就農者に係る事前ヒアリング調査の報告をさせていた

だきます。

農地法第３条許可の要件である「効率的に耕作することが

できるか」、「農作業に常時従事できるか」、「地域との調
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（●●●●委

員）

（会長）

（●●●●委

員）

（会長）

（事務局）

和要件を満たせるか」などについて営農計画書をもとに譲受

人に対してヒアリング調査を行った結果、特に問題ないもの

と思われます。

それでは、議案第１号受付番号３４の案件について、ただ

今、新規就農の報告もございましたし、現地調査の報告もご

ざいました。併せて、皆さん方からご意見があれば頂戴をい

たしたいと思いますが、いかがでしょう。

ご質問等ございませんか。よろしゅうございますか。特に

ご意見ご質問もないようでございますので、採決に入ります。

議案第１号受付番号３４を許可することに賛成の農業委員

さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号に入ります。議案第２号農用地利

用集積等促進計画に係る要請についてを議題といたします。

まず、議案第２号の案件について、現地調査及び地域計画

に支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します。

議案第２号受付番号４７から受付番号５１の案件につきま

して、報告させていただきます。

受付番号５１の●●●●●●●●については、少し草が生

えていましたが、特に問題ないものと思われます。

その他の該当地については、特に問題ないものと思われま

す。

それではまず、議案第２号受付番号４７につきまして、事

務局より説明を願います。

議案第２号受付番号４７につきましては、議案書５ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書６ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の３

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第２号受付番号４７について、何かご意見ご質問等は

ございませんか。

よろしゅうございますか。特にご意見もご質問もないよう

ですので、採決に入ります。

議案第２号受付番号４７について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号受付番号４８について、事務局よ

り説明を願います。

議案第２号受付番号４８につきましては、議案書７ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書８ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真４ペ

ージと５ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第２号受付番号４８について、ご意見ご質問等はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

採決に入ります。
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（会長）

（事務局）

（会長）

議案第２号受付番号４８について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号受付番号４９について、事務局よ

り説明を願います。

議案第２号受付番号４９につきましては、議案書９ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書１０ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真６ペ

ージをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第２号受付番号４９について、何かご意見ご質問等は

ございませんか。

よろしいですか。ご意見ご質問もないようでございますの

で、採決に入ります。

議案第２号受付番号４９について、要請することに賛成の

農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号受付番号５０と受付番号５１、こ

の２件につきましては、借り手が同じ方ですので、まとめて

審議をします。また、報告第３号農地法第１８条第６項によ

る賃貸借契約合意解約の通知について、受付番号３ですね、

も関連する内容ですので、まとめて審議をします。まず事務

局より説明を願います。



- 9 -

（事務局） 議案第２号受付番号５０と受付番号５１について説明をさ

せていただく前に、関連する内容といたしまして、報告第３

号農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約の通知に

ついてを先に報告させていただきます。

報告第３号受付番号３につきましては、議案書は飛びまし

て１７ページをご覧ください。最終ページとなっておるとこ

ろでございます。こちらの案件につきましては、社長個人が

相対での貸借をされておりましたが、こちらを解約し、法人

で中間管理機構を介した貸借に借り換えをされるというよう

な内容となっております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の７

ページをご覧ください。

本件につきましては、令和７年１１月２６日付けで会長専

決をいたしまして、届出の受理をさせていただきましたこと

を申し添えておきます。

改めまして、議案第２号受付番号５０につきましては、議

案書戻りまして、１１ページをご覧ください。こちらのほう

が、先ほどの合意解約後の法人との貸借となっておる案件で

ございます。

次に、議案第２号受付番号５１につきましては、議案書次

のページの１２ページをご覧ください。内容につきましては、

記載のとおりとなっております。こちらの案件は新規設定の

案件でございます。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書１３ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の７

ページ、先ほど見ていただきました合意解約の案件が７ペー

ジ、次の８ページが新規設定の案件となっております。

本日ですね、皆さまのほうにお配りしております資料Ａと

書かれた写真をご覧ください。現地調査時点では詳細地図の

８ページにあります写真のような状況でございましたけど

も、資料Ａのとうり、１２月１日時点では除草がされており

まして、綺麗にされておるような状況でございました。
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（事務局）

（会長）

（会長）

（事務局）

それでは、会長よろしくお願いいたします。

議案第２号受付番号５０と受付番号５１及び報告第３号受

付番号３について、何かご意見ご質問はございませんか。

よろしゅうございますか。特にご意見ご質問もないようで

すので、採決に入ります。

議案第２号受付番号５０と受付番号５１について、要請す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。

本日の審議につきましては、これで全て終わりたいと思い

ます。これより報告案件に入ります。

これから報告していただく報告第１号受付番号１につきま

しては、●●委員に関する案件でもありますので、久御山町

農業委員会会議規則第２０条に基づきまして、退席のほうよ

ろしくお願いをいたします。

（●●委員 午後１時４１分 退席）

それではまず、報告第１号農地法第５条第１項第６号の規

定による一時転用届出について、受付番号１を事務局より報

告を願います。

報告第１号受付番号１につきましては、議案書１４ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。みなくるタウン第２期の地質調査、ボーリング

調査及びそれに伴う資材置場、露天駐車場に一時的に転用さ

れるという案件でございます。土地と貸付人の詳細につきま

しては、議案書１５ページ、次のページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の９

ページ、１０ページ、１１ページ、この３ページをご覧くだ

さい。この写真のうち、９ページにございます、●●●●●
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（事務局）

（会長）

（会長）

（事務局）

●●●●●につきましては、露天資材置場、露天駐車場に使

われるというふうな形となっておりまして、それ以外の土地

につきましては、ボーリング調査を行うというふうにお伺い

しているところでございます。

本件については、令和７年１１月２６日付けで会長専決を

いたしまして、届出者に対して受理通知書を発行いたしまし

たことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いします。

報告第１号受付番号１の報告がございましたが、何かご質

問等あればお受けをしたいと思いますが、いかがでしょうか。

よろしいですか。特にないようですので、報告第２号に入

ります。

（●●委員 午後１時４４分 入室）

それでは改めまして、報告第２号農地の一時使用について、

受付番号２を事務局より報告願います。

報告第２号受付番号２につきましては、議案書１６ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。建設課が行います、場外３号線道路改良工事に

伴う資材置場等に使われるような案件でございます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真１２

ページでございます。１２ページ左側の写真で言いますと、

右手にあります道路が先ほど申しました場外３号線というこ

とになっております。

本件につきましては、令和７年１１月１１日付けで会長専

決をいたしまして、久御山町に対して受理通知書を発行いた

しましたことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いします。
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（会長） ただ今、報告第２号受付番号２の報告がございましたが、

この報告につきまして、何かご意見等あれば頂戴をいたした

いと思いますが、いかがでしょう。

よろしゅうございますか。特にご意見等もないようでござ

いますので、報告第３号については先ほど報告をさせていた

だきましたので、本日予定をしておりました審議と報告は全

て終わりたいと思います。

―――――――――――― 午後１時４６分 終了 ――――――――――――


